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真辺保幸 碁楽連会長 

 
 
     
 
 
                         

                  

                    

今年度碁楽連会長に就任した真辺
さなべ

保幸です。碁楽連の役員及び理

事は規約７条によって選任されることになっています。その規約に

従って去る４月１５日の総会にて選任され、任期は平成２０年３月

３１日までとなっています。私は恩方寿囲碁同好会に所属しており

ます。昨年は、碁楽連理事として用具管理を担当していました。 
私自身の囲碁歴は、昭和３５年頃、職場の先輩に手ほどきを受け、

職場の同僚と時々競技して習得したものです。碁会所にも何回かは

通いましたが、NHK の日曜囲碁講座や月刊の囲碁雑誌等を主に学
び続けていました。碁楽連へは、恩方に市民センターが建設され、

恩方寿囲碁同好会が、設立されてから、入会させていただきました。

でも、上達が遅く、今も研修部でご指導を受けているところです。 
会員数４００人の碁楽連の会長という大役を受けるには微力で、不安も感じておりますが、

理事５人の方々のご援助をいただき、碁楽連のますますの発展のために全力を尽くす所存です。

会員の皆様方のご協力をお願い申し上げます。 
 碁楽連は、代々の先輩会長ならびに会員の方々によって、一昨年度までに会規約が成文化さ

れ、さらに、竹島前会長によって実施時に何点か改善され、すばらしい規約となっています。

したがって、今年度は、規約の確かな運営と定着を図ることが大切であると考えています。 
 さらに、４月１日に八王子囲碁連盟と正式に合併し、その活動のすべてを継承いたしました。

これに伴い八王子市民を対象とする囲碁活動を企画推進しなければならない役目が新たに生じ

ています。従って今年度は単に碁楽連だけでなく、対市民囲碁活動の初年度となり、碁楽連の

新しい第一歩がはじまります。このことを考え、役員・理事一同と共に身を引き締めて職務に

専念していく所存です。重ねて会員の皆様方のご協力をお願い申し上げます。 
  

碁楽連の目的 
碁楽連は、八王子市内に居住する高年者が、

囲碁を通じて親睦を図り、かつ、健康を維持

できるようにその機会を提供し、高年者の福

祉の増進に寄与することを目的とする。 
 

 

新会長就任の挨拶 

 

 

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/gorakuren/
 

碁楽連だより 
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さる 4月 15日、午前 9時 15分から 11時 30分まで東浅川保健福祉センターで総会が開か
れました。当日は、碁楽連役員のほか 11 の地区寿同好会の会長などが出席して次の事項を審
議決定しました。 
１ 平成18年度の事業報告と決算報告      ５ 碁楽連高齢者表彰規定の制定             
２ 平成19年度の事業計画と予算       ６ 活きいき囲碁地区大会における非会員     
３ 碁楽連規約の改正                参加者の参加費の改定         
４ 段級位に関する規程の改正            ７ 新役員の選任    

 
18年度決算、19年度予算および新役員、 碁楽連規約と段級位に関する規程、碁楽連高齢者 
表彰規定については別項に記載しましたのでご覧ください。 

  活きいき囲碁地区大会の参加費は、会員、非会員を問わず一律７００円としてきましたが、 
    近年非会員の参加者が増えるとともに、碁楽連の負担金が増加する傾向にあります。碁楽連の 
    事業が寿同好会会員の会費によって賄われるものである以上、非会員である参加者にも応分の 
    負担をもとめることは当然と考えられ、以下のように改定しました。 
     非会員の参加者  ８００円（会員は７００円据え置き） 
     主催同好会の都合により従来どおり７００円とする場合は、碁楽連の負担金は、１,０００円 
         とする。 

日 時  平成19年5月27日（日）  受付 午前9時00分～9時30分         
会  場  元八王子市民センター（上壱分方町747-1、電話651-3960） 
主 催  元八王子寿囲碁同好会（会長 佐宗源治 叶谷町1109-5 電話625-5859） 
後  援    八王子市、八王子市教育委員会 
参加資格   八王子市に在住している60歳以上で10級以上の囲碁愛好者    
参 加 費   ７００円（弁当代を含む） 
競技方法    ２ないし３のクラス別に行い入賞者に賞品を進呈します。 
申 込 先  会長 佐宗源治 電話625-5859 
申込期日  平成19年5月13日まで 
申込方法  なるべく所属同好会の会長を通して申し込んでください。 
注意事項  ①自家用車でのご来場はなるべくご遠慮ください。 

 ②失格にならないように定刻においでください。 
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前掲の会長と以下 5名の理事が今年度碁楽連の運営に当たります。 

 
以下４名の方々は、１８年度末をもって任期満了により役員を退任されました。 

長い間ご苦労様でした。厚くお礼申し上げます。 
退任役員  竹島正義（会長・南大沢） 刀根正樹（北野) 
     山崎修司（台町）     渡辺己三男（由井）

参加者数 60名（浅川 37、北野１2、台町 3、恩方 3、由井 1,長房 1非会員３） 

Ａクラス（５段以上・参加者１９名） 

優勝   梅沢 淳６段/浅川 

準優勝 高索信幸６段/淺川 

第３位 高橋明善６段/浅川 

Ｂクラス（４段、３段・参加者１６名） 

優勝    南正一郎４段/淺川  ５段に昇格 

準優勝  柳井光夫４段/北野 

第３位  小林 實３段/台町 

Ｃクラス（２段以下・参加者２５名） 

優勝    青木耕榮２段/北野 ３段に昇格 

準優勝  青き岩三初段/恩方 

第３位  網野修助２段/浅川 

 

 

 

 

前年度から

の留任役員 

新役員 

 三浦和夫（元八王子） 望月成一（浅川） 

磯部信広（中野） 石田利雄（大和田） 勝山恭男（石川） 
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１．平成１８年度決算報告（期間：平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

収入の部 支出の部 

項 目 予 算 実 績 差 額 項 目 予 算 実 績 差 額 

前年度繰越金 411,891 411,891 0 事務費 90,000 102,643 12,643 

地区会費 350,000 383,500 33,500 運営費 450,000 411,074 △38,926 

本部大会費 200,000 213,500 13,500 賞品費 150,000 144,075 △5,925 

研修会納付金 180,000 164,200 △15,800 地区大会補助費 40,000 32,700 △7,300 

雑収入 1,000 17 △983 備品費 30,000 15,670 △14,300 

    繰越金 382,891 466,946  84,055 

計 1,142,891 1,173,108 30,217 計 1,142,891 1,173,108 30,217 

 
 
２．平成１９年度予算（期間：平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日） 

収入の部 支出の部 

項  目 金額（単位：円） 項  目 金額（単位：円） 

前年度繰越金 466,946 事務費 100,000 

地区会費 380,000 運営費 450,000 

本部大会費 210,000 賞品 150,000 

研修部納付金 160,000 地区大会補助費 40,000 

雑収入 1,000 備品費 20,000 

  次年度繰越金 457,946 

  計 1,217,946   計 1,217,946 

 
 
３．平成１９年度活動計画 

（1）第１７回活きいき囲碁地区大会 

開 催 日 主   催 会 場・電 話 

４月 １日（日） 浅川寿囲碁同好会 横山南市民センター   666-0031 

５月１３日（日） 恩方    〃 恩方市民センター    652-3333 

５月２７日（日） 元八王子 〃 元八王子市民センター  651-3960 

６月１７日（日） 中野    〃 中野市民センター    627-6221 

７月 １日（日） 大和田  〃 大和田市民センター   645-8980 

７月２２日（日） 石川   〃 石川市民センター    642-0220 

８月 ５日（日） 台町      〃 台町市民センター    627-3808 

８月１９日（日） 由井      〃 由井市民センター     635-8028 
９月 ９日（日） 由木   〃 由木中央市民センター  676-8123 

９月２３日（日） 北野   〃 北野市民センター    643-0440 

１０月 ７日（日） 長房   〃 長房ふれあい館     669-1433 

 注 参加者は八王子市内居住の囲碁愛好者（10級以上）、非会員の方も参加可能  
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（２）第１８回地区団体対抗囲碁会 
下表「同好会名」欄記載の同好会が、○印を付した囲碁会を主催する（例：浅

川同好会は第４回対元八王子および第５回対中野を主催する。）。 

註 ５月１３日の恩方同好会対中野同好会の対抗戦は５月２０日に行われます。 
（３）第１８回碁楽連囲碁大会 

開  催  日 参加者 主 催 会      場 

平成１９年１０月１４日（日） ３段以上 

平成１９年１２月 ９日（日） ２段以下 
碁楽連 

東浅川保健福祉センター 

東浅川町551-1 TEL667-1331 

註 参加者は 碁楽連会員のみ 

（４）市民囲碁大会 

開  催  日 主       催  会      場 

平成１９年１１月３日 

（土・文化の日） 

 

八王子市・市民文化祭実行委員 

（協賛 八王子文化連盟） 

（主管 碁楽連） 

八王子市民会館 

 上野町３２－１ 

 TEL622-8251 

 

(５)第９回碁楽連棋聖大賞囲碁大会 

開 催 日 主 催 会        場 

平成２０年１月２０日（日） 碁楽連 
東浅川保健福祉センター 

東浅川町551-1 TEL667-1331 

註 参加者は 碁楽連の相談役、技術顧問、碁楽連会長、碁楽連副会長、理事、業

務委嘱者、地区寿囲碁同好会会長ほか１名、研修部事務長及び碁楽連7段以上

の会員 

 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回   相手同好

会・期日 
 
同好会名 

５月１３日

（日) 
６月１０日

（日) 
７月８日 
（日) 

９月２日 
（日) 

１０月７日

（日) 

浅川同好会  由木  北野  恩方 ○元八王子 ○中野 
恩方同好会  中野  台町 ○淺川 ○由井   元八王子 
元八王子同好会  やすみ  石川 ○大和田  淺川 ○恩方 
中野同好会 ○恩方  やすみ ○台町  長房  淺川 
大和田同好会 ○由井 ○長房  元八王子  台町 ○由木 
石川同好会  台町 ○元八王子  やすみ  北野 ○由井 
由井同好会  大和田 ○由木 ○北野  恩方  石川 
台町同好会 ○石川 ○恩方  中野 ○大和田  北野 
由木同好会 ○淺川  由井 ○長房  やすみ  大和田 
北野同好会  長房 ○淺川  由井 ○石川 ○台町 
長房同好会 ○北野  大和田  由木 ○中野  やすみ 



 

                   6 

 

（６）地区寿囲碁同好会におけるタイトル大会 

前期および後期に分けて名人、王座および天狗の３タイトル者を決定し、前期に

ついては９月１５日までに、また、後期については１月２０日までに、タイトル獲

得者および準優勝者を碁楽連担当理事に報告する。 

前期  4月から8月まで    後期  ９月から１2月まで 

（７）第１５回碁楽連タイトル囲碁大会 

開 催 日 主 催 住 所・電 話 

平成２０年２月１８日（日） 碁楽連 
東浅川保健福祉センター 

東浅川町551-1 TEL667-1331 

註１ タイトルは、八王子名人、八王子王座および八王子天狗とする。 

註２ 参加者は、地区寿囲碁同好会の平成１９年度前期または後期のタイトルを獲

得した会員とする。なお、王座および天狗のタイトルについては、タイトル獲

得者が参加できない場合、あらかじめ届出のあった準優勝者の参加を認める。 

（８） 研修部 

ア 例会 

原則として毎月第２，３，４土曜日（午後１時から４時３０分まで）に行う。 

イ 研修部囲碁大会  前期  平成１９年９月１５日 

              後期  平成２０年３月１５日   

ウ 納会        前期  平成１９年９月２２日   

               後期  平成２０年３月２２日    

 

 ４．平成１９年度人事関係 

（１)役員（別掲） 

（２)相談役・技術顧問・指導員委嘱 

氏  名 住     所 電  話 備 考 

相談役 三浦 浩 中野山王1-14-1 622-4664  

徳永 終七郎 子安町2-20-18  645-7687 顧問会会長 

林  則文 みなみ野2-5-9 632-4126  

永安 浩二 元八王子町3-2153-222 665-1386  

山県 永知 宇津木町1006-2 642-9170  

名取 豊彦 元八王子町3-2750-150 666-0520 顧問会幹事 

長崎 洋三 館町1097-3-8-102 664-8327  

川中 章 南大沢3-2-3-501 676-0275 南大沢 

荒井 良夫 小比企町1053-28 635-5182  

技
術
顧
問 

杉下 勇 元八王子町3-2750-684 665-1660 東淺川 

菊地 善二郎 椚田町1210秀和レジデンス204 663-7625 東浅川 
指導員 

塩路 孝夫 南大沢5-17-2-101 675-1927 南大沢 
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(３）業務委嘱者 

担 当 業 務 氏    名 所属 電 話 

ホームページ 松田 礼治 石川 692-3973 

賞状記名 佐藤 要吉 長房 623-1047 

市民囲碁大会 渕上 和男 恩方 651-3211 

こども囲碁教室 

 

 

（責任者） 

三上 靖宏 

 

眞田 誠次 

江口 靖碩 

下重 利雄 

 

台町 

 

淺川 

台町 

浅川 

 

625-9529 

  

 663-5107 

 624-5027 

  664-3251 

 

（４）研修部 

  東淺川研修部            南大沢研修部 

研修部長    杉下 勇      研修部長    川中 章 

事務長     端山 昌夫     事務長     筒井 博  

 

平成１９年度は、次の１１名の方々が寿同好会長を務められます。 

地  区 氏 名 郵便番号 住  所 電話番号 

淺川 望月 成一 193-0845 初沢町1227-4-A-522 663-9758 

恩方 山崎   稔 192-0153 西寺方町400-16 651-1212 

元八王子 佐宗 源治 193-0815 叶谷町1109-5 625-5859 

中野 六本木 茂 192-0013 梅坪町214-2 691-4457 

大和田 石田 利雄 192-0044 富士見町29-5 642-1738 

石川 勝山 恭男 192-0023 久保山町1-14-3 691-1105 

由井 養田 高尾 192-0904 子安町2-35-20 642-4075 

台町 江口 靖碩 193-0931 台町4-36-A409 624-5027 

由木 杉渕   清 192-0363 別所1-17-29 670-8733 

北野 刀根 正樹 192-0912 絹ヶ丘1-62-4 635-7749 

長房 市川 隆一 193-0831 並木町34-12 661-7306 

 

お願い 地区団体対抗囲碁会、地区寿囲碁同好会におけるタイトル大会の結果は 

     碁楽連三浦理事まで報告してください。 
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 朝 の 散 歩 
                         由井寿囲碁同好会  町 野 年 明 
 
私の書斎から見えるのが隣の塀代わりとなっているアカメ、この木が春を告げるように一日

一日芽吹き始め、あれよあれよと思っている間にすっかり出揃ってしまった。昨日の雨が嘘の

ように朝の陽を浴びてキラキラと輝いている。その美しさに誘われるように今朝は少し散歩す

ることにした。 
この土地に移った当時は毎日のように住まいの附近を五・六〇分程妻と共に歩いていたが、

何時となく怠けるようになって最近は月一度ぐらいだ。散歩のコースも前は湯殿川を渡って由

井第三小学校当たり距離にして２キロ程、起伏に富んだ畑の農道を歩いていたようだ。この道

の渕にはいまも桑の老木が点々と取り残され、昔盛んだった養蚕を偲ぶことが出来た。これが

私を少年時代のノスタルジヤを呼び起こして楽しみの一つであった。 
最近は家から五分程の栃谷戸公園一筋に絞り、これを一回りして帰ってくる。ゆったり歩い

ても三十分もあれば一回りして帰れるコースだ。この公園はみなみの一帯を整備公団が住宅地

として開発造成を計画した２０年も前、公園指定の適地として第一に選ばれたようだ。従って

いたるところに自然が生かされ当時のクヌギ林も原生林のまま一部残され生かされている。こ

うして造られた造園も私達が入居した八年ほど前は工事中で植樹された多くの木が精彩がなか

った。あれから専門造園師の努力が実を結び、公園に植樹された多くがすっかり根付き、イキ

イキとしてきた。他の造園も立派に完成し今日では市の八十八景の一つに選ばれた公園となっ

た。 
この公園に前に来たのが三月の末であった。この時は梅が散ってソメイヨシノ、それにシダ

レ桜が一、二本だったが満開だったもののクヌギ林は殆んど冬籠りから目覚めていなかった。

僅か川柳の芽が色ずきを感じたのみだった。それがあの日から一ヶ月弱というのに今日はさま

変りしているのに吃驚りした。栃谷戸橋の上からは天気にも恵まれ遥か丹沢の山並が眺望でき、

その稜線上に富士が残雪を見せてくれた。ゆきとどいた遊歩道の側には赤白のツツジそれに山

吹き、カイドウなどが一斉に咲き乱れ梅、桜は新緑を欲しいままだった。 
また、クヌギ、シラカシ、欅などが萌えるように美しかった。なかでも私の好きな木がタニ

ウツキ、この木は造園師の手を加えなくても柔軟に育ちその涼やかさが私の心を癒してくれた。

スリ鉢状になった丘陵を降りて行くと遊歩道の左側にカラタケが密生していて思わず私を少年

時代に連れ戻してくれた。草履で駆け回ったふる里の山河、湧き出る清水を飲みながら採った

ばかりのカラタケの太さを競い合ったなど、忘れかけていた少年の頃がとても懐かしく感じた

散歩であった。 
（ 私のみなみの記 より ）
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八王子の碁を楽しむ活きいき連合規約の一部改正について 

八王子の碁を楽しむ活き活き連合規約（以下「規約」という。）の一部を次のとおり改正す

る。 

 規約中、下表左欄の部分を同表右欄のように改める。 

  

改 正 理 由 

第１条について 

 碁楽連は、平成１９年４月１日、八王子囲碁連盟と合併し組織を存続することとなり、事業

の範囲も拡大して八王子市民全体を対象とした囲碁大会を主管することとなった。碁楽連は、

従前より、こども囲碁教室への講師派遣などを通じて市民への囲碁普及に努めてきたところで

あるが、今後その役割が一層増すこととなる。このため、当面、碁楽連の名称を維持するが、

将来への組織拡大を踏まえて「八王子囲碁連盟」の名称を別名として保有するものとする。     

第５条について 

 八王子囲碁連盟との合併に伴い、従前、同連盟が行ってきた事業を引き継ぐため規約上明定

するものである。 

 
 

 

現  行  条  文 

 

 

改  正  条  文 

 

第１条（名称） 

  この団体は、八王子の碁を楽しむ活 

きいき連合（以下「碁楽連」という。） 

と称する。  
 

第５条（事業） 

  碁楽連は、第３条の目的を達成する 

ため、主として次の事業を行う。 

 一 囲碁大会を開催すること 

 （１）碁楽連が主催するもの 

   ア 碁楽連囲碁大会 

   イ 碁楽連タイトル囲碁大会 

   ウ 碁楽連棋聖大賞囲碁大会 

 （２）地区同好会と共催して行うもの 

   ア 活きいき囲碁地区大会 

イ 地区団体対抗囲碁会 

 

 

 

第１条（名称） 

この団体は、八王子の碁を楽しむ活きいき

連合（以下「碁楽連」という。）と称し、別

称を八王子囲碁連盟という。 

 

第５条（事業） 

  碁楽連は、第３条の目的を達成するため、

主として次の事業を行う。 

一 囲碁大会を開催すること 

（１） 碁楽連が主催するもの 

   ア 碁楽連囲碁大会 

   イ 碁楽連タイトル囲碁大会 

   ウ 碁楽連棋聖大賞囲碁大会 

（２） 地区同好会と共催して行うもの 

ア 活きいき囲碁地区大会 

イ 地区団体対抗囲碁会 

（３）八王子市が主催し、碁楽連が主管して行

うもの 

ア 八王子市民囲碁大会 

付則  

１ この改正規約は、平成１９年４月１日から

施行する。 
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 八王子の碁を楽しむ活きいき連合段級位に関する規定の一部改正について 

 

八王子の碁を楽しむ連合段級位に関する規程の一部を次のとおり改正する。 

第５条を下表右欄のように改める。 
 
現 行 条 文 

                            

 
改 正 条 文 

 
第５条 （研修会による昇格） 
   東浅川研修部または南大沢研修部 
の会員が、ひとつの期（６カ月）の研 
修対局で次の各号の勝率を得たときは、当

該期が終了したとき、直近上位の段位また

は級位に昇格する。 
  
 一 段位者にあっては、同じ段位で 
の出席日数１２日以上、かつ、総対局数

３０局以上で７５パーセント以上（ただ

し、４段または５段の者にあっては８０

パーセント以上）の勝率 
  二 級位者にあっては、同じ級位での 
出席日数１２日以上、かつ、総対局数４

５局以上で６８パーセント以上の勝率 
 
２ 前項各号において、ひとつの期を通 
して同一の相手との対局が３局以上あ

るときは、３局目以後の対局結果は対局数

及び勝率に算入しない。 

第５条（研修会による昇格） 
  同  左 
  
 
 
 
 
一 同  左 
  

 
 
 
 
二 級位者にあっては、同じ級位での出席日

数１２日以上、かつ、総対局数３８局以上

（南大沢研修部にあっては３６局以上）で

６８パーセント以上の勝率（ただし、最低

勝数を２５とする。） 
２ 同  左 
 
 

 
第９条の次に次の１条を加える。 
第１０条（名誉昇格） 
  碁楽連会長は、碁楽連の理事または地区同好会の会長の職をあわせて４年（両方の職を

兼務した場合は、年数を重複して数えるものとする。）以上務めた会員から名誉昇格の申請

があったときは、理事会に諮ったうえ、当該会員を直近上位の段位または級位に昇格させ

ることができるものとする。 
２ 前項の名誉昇格は、１人の会員について１回限りとし、かつ、前項の職の退任後１年以

内に申請があったものに限る 
 
付  則 
１ この改正規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
２ 第１０条の規定は、平成１９年３月３１日以降任期が満了する会員について適用する。 
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改正理由 
第５条について 
  研修部に所属する会員の昇格について、従前の必要対局数が過大であり、実態にそぐわ 
ない面があったため、これを是正するものである。 
第１０条について 
  碁楽連理事および地区同好会の会長は、それぞれの会務に忙殺され、日常の例会はもと

より、大会にも出席できないことが少なくない。このため一般の会員と比較して昇格の機

会に恵まれないのが実態である。この際、この現状を是正するとともに、有能な会員が進

んで会務に献身できるようにしようとするものである。 
 

八王子の碁を楽しむ活きいき連合高齢会員表彰規程 

この規程は、地区寿囲碁同好会に所属する高齢会員の表彰について必要な事項を定める。                              

第1条（表彰の対象者） 
八王子の碁を楽しむ活きいき連合（以下「碁楽連」という。）は、地区寿囲碁同好会（以下

「地区同好会」という。）に所属する会員が次の各号の年齢に達し、かつ、次条の規定に該当

する場合、その長寿を祝うとともに碁楽連の発展に寄与したことに感謝の意をこめて表彰す

る。 
1  80歳        3  88歳 
2  85歳        4  90歳以上のすべてのん年齢 

２ 前項の年齢は、表彰を行う年の1月1日から１２月３１日までに達する年齢によるものと
する。 
第2条（表彰の条件） 
表彰の対象者は、表彰を行う年の前年１１月１日以前から引き続き、所属する地区同好会

の会員として会費を納入していることを要する。 
第3条（表彰の手続き） 
地区同好会の会長は、毎年１０月１５日までに、前2条に該当する会員の氏名を碁楽連会
長に届け出るものとする。 
２ 碁楽連会長は、前項の届出の内容を確認したうえ、同年１１月または１２月に開催する碁

楽連囲碁大会において該当者を表彰する。 
第4条（表彰の内容） 
表彰は、被表彰者１人につき１，５００円程度以内の物品または商品券を贈呈することに

より行う。 
付則 
１ この規程は、平成１９年４月１日から施行する  

            浅川活きいき囲碁大会、総会と新年度が愈々スタートしました。          
町野さんの投稿にもありますが、いろんな花やアカメ、新緑が綺麗

な季節です。 
会報の編集をしながら、総会資料や過去の碁楽連だより等資料を見ていますと、竹島会長以

下退任役員の方々のご苦労を改めて感じとられました。新会長のもと全理事精一杯努力して

いきますが、囲碁の方は当分停滞しそうです。本年度もよろしくお願いいたします。 
    


